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新田ゼラチン株式会社（以下「当社」といいます。）は、2020 年９月 17 日付で、ボスティ

ック・ニッタ株式会社（以下「ボスティック・ニッタ」といいます。）との間で締結した吸

収分割契約書に基づき、2020 年 11 月１日を吸収分割の効力発生日として、当社を吸収分

割会社、ボスティック・ニッタを吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本件吸収分割」

といいます。）を行うことといたしました。本件吸収分割に関し、会社法第 782 条第 1 項及

び同法施行規則第 183 条に定める事項は下記の通りです。 
 

記 
 

1. 吸収分割契約の内容 
 2020 年９月 17 日付で、当社とボスティック・ニッタが締結した吸収分割契約書

は、別紙 1 のとおりです。 
 
2. 吸収分割対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 1 項イ） 
 (1) 財産の内容：金銭 
 (2) 財産の数若しくは額又はこれらの算定方法：吸収分割契約第４条のとお

りです。当社は、対価の決定にあたって、ボスティック・ニッタと承継

させる資産等について協議を重ね、当該資産等の状況を総合的に勘案し

た上で、最終的に当該金額が妥当であると判断し合意しました。なお、

第三者算定機関から算定書は取得しておりません。 
 
3. 株式を吸収分割会社の株主に交付する旨の決議に関する事項（会社法施行規則第

183 条第 2 項） 
 該当する決議はありません。 
 
4. 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 項） 
 当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、該当事項はありま

せん。 
 
5. 吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 4 項） 
 (1) 会社法施行規則第 183 条第 4 項イに規定される事項 



 ボスティック・ニッタの最終事業年度（2019 年１月１日～2019 年 12 月１日）に

係る計算書類等は別紙 2 の通りです。 
 
 (2) 会社法施行規則第 183 条第 4 項ロに規定される事項 
 ボスティック・ニッタは、その最終事業年度の末日の翌日である 2019 年 12 月 31

日以降、臨時計算書類等を作成しておらず、該当事項はありません。 
 
 (3) 会社法施行規則第 183 条第 4 項ハに規定される事項 
 ボスティック・ニッタにおいて、その最終事業年度の末日の翌日である 2019 年

12 月 31 日以降、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産に重要

な影響を与える事象は生じておらず、該当事項はありません。 
 
6. 吸収分割会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 5 項イ） 
 当社において、最終事業年度の末日の翌日である 2020 年３月 31 日以降、重要な

財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産に重要な影響を与える事象は生

じておらず、該当事項はありません。 
 
7. 債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 項） 
 (1) 当社の債務の履行の見込みについて 
 当社の 2020年３月 31日時点の連結貸借対照表における資産の額は 33,551百万円、

負債の額は 16,090 百万円、純資産の額は 17,461 百万円であり、その後、これら

の額に重大な変動は生じておりません。 
 本件吸収分割により、当社がボスティック・ニッタに対して移転する資産の額は

686 百万円、負債の額は 110 百万円の見込みです（なお、2020 年３月末時点の簿

価を基準とした見込み額であり、最終的な金額は効力発生日までの増減を加除し

た上で、調整される可能性があります。）。また、当社の資産及び負債の状態に重

大な変動を生じる事態は現在のところ予測されておりません。したがって、当社

の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。 
 以上の点並びに当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑み、当社の負担する

債務については、本件吸収分割の効力発生日以降も履行の見込みがあると判断し

ます。 
 
 (2) ボスティック・ニッタにおける当社から承継された債務の履行の見込み

について 
 ボスティック・ニッタの 2019 年 12 月 31 日時点の貸借対照表における資産の額

は 9,694 百万円、負債の額は 5,876 百万円、純資産の額は 3,817 百万円であり、



その後、これらの額に重大な変動は生じておりません。 
 本件吸収分割により、ボスティック・ニッタが当社から承継する資産の額は 686

百万円、負債の額は 110 百万円の見込みです（なお、2020 年３月末時点の簿価を

基準とした見込み額であり、最終的な金額は効力発生日までの増減を加除した上

で、調整される可能性があります。）。また、ボスティック・ニッタの資産及び負

債の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ予測されておりません。した

がって、ボスティック・ニッタの資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。 
 以上の点並びに当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑み、ボスティック・

ニッタにおける当社から承継された債務については、本件吸収分割の効力発生日

以降も履行の見込みがあると判断します。 
 

以上 
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